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１. 生活環境保全上の重大な支障とは

テーマ:「生活環境保全上の重大な支障防止の体制確立のために」

はじめに
◎適正処理とは何か

廃棄物処理法では、「第二条」、「第三条」をはじめとして、多数の条項に
おいて「適正な処理」、「適正処理」の用語が頻繁に使用されている。
この言葉は何の行為を指示しているのか。何を禁止するのか？
◎これこそ廃棄物処理法の目的そのものです。

すなわち、廃棄物処理法の存在目的は「生活環境保全上の重大な支障
発生防止の体制を確立するため」にあります。
過去に「生活環境保全上の重大な支障」が発生した事例を紹介します。
実際に発生のリスク事例を問題提起し、その対策を皆様とともに考えたい。



2.

テーマ:「生活環境保全上の重大な支障発生防止の体制確立のために」

課題① 不法投棄事件のリスクを回避するために（1）

・Ａ病院の引越時に、大手のＢ運送業者が引っ越し業務を受託した。
新病院への引越し運搬物とは別に、引越しに伴う膨大な廃棄物が発生した。
大量、かつ品目も多く、また性状も液体、汚泥、固体などに多岐にわたる。
これは日常の医療廃棄物とは根本的に異なる廃棄物で有り対策必要。

長期保管物がまとめて処分されたり、有害性のある廃棄物（ＰＣＢ，ｱｽﾍﾞｽ
ﾄ、水銀、廃油系）なども一部には含まれていた。

診療診察のメモ、患者のカルテ、診断書写し、レントゲンフイルム、保険
証のコピーなども多数含まれ、無許可の山林に散乱投棄されていた。
結果： Ｂ運送業者は、廃棄物処理法の行政処分を受けた。（警告書）
◎ 事業所の引越し時において、事前計画、マニュアルは有るか？

生活環境上の重大な支障の発生事例 １



3.不法投棄事件のリスクを回避するために（2）

テーマ:「生活環境保全上の重大な支障発生防止の体制確立のために」

課題に対する問題点は何か

①引越し時における廃棄物処理の計画策定がされていたか。

②新病院行きと、廃棄物処分の区分が明確にされていたか。

③廃棄物の種類ごとに、処理先、処分方法が明確にされていたか。

④廃棄物種類ごとに、処理の担当者が選任されていたか？

⑤処理業者先ごとに許可品目の確認、処分契約が完備していたか。

⑥処理業者と処理フロー、及び搬出作業の協議が完了していたか？



4.不法投棄事件のリスクを回避するために

テーマ:「生活環境上の重大な支障発生防止の体制確立のために」

課題：
各事業所[カンパニー]において、引越し、又は事業所の廃止などによ
り、 一時的に大量の廃棄物が発生した場合の事前の対策は？

① 過去に引越しを経験したことがある事業所の方

・問題なく処理できた、又は、・何かの問題が発生した

② 今後引越しが予定されている事業所の方

・予想される問題、課題が有れば、

③ 質問、疑問、又はご意見、コメントが有る事業所の方



5.課題② 資源化を目的の不適正処理リスクを回避するために

瀬戸内海の豊島のリサイクル偽装不法投棄事件

・瀬戸内海の豊島では、処理業者によって、資源の備蓄名目に大量の
金属くず、動植物性残渣その他付着物が持ち込まれた。約９０万トン
資源は廃棄物でない理由で行政は廃棄物の適正処理の指導せず。
・電線くずの被膜を焼却、ミミズ処理等生活環境上の支障が発生した。
・住民から多くの苦情が寄せられたが香川県は指導が出来なかった。
摘発は、香川県警ではなく、兵庫県警が行った。
現在は隣接する直島にて三菱マテリアルが処理を行っている。
特定産廃起因する支障除去のため特別措置法が立法化。
国の予算、香川県、処理業者団体の拠出金で原状回復された。

◎資源化処理の区分でもマニフェストの管理を実行しているか？
テーマ:「生活環境上の重大な支障発生防止の体制確立のために」



6.課題③. 堆肥化目的の不適正処理リスクを回避するために

テーマ:「生活環境上の重大な支障発生防止の体制確立のために」

青森県、岩手県の大量の不法投棄事件 150万トンの不法投棄

首都圏の産廃中間処理（焼却）業者が、処理能力を超える廃棄物を受
け入れた。その結果、処理不能となった大量の可燃性廃棄物を積替え、
青森、岩手の無許可の埋立処分施設にて搬入処分していた。
排出者：首都圏の大手の処理業者、１部上場企業、行政機関など
・当初は、コンポスト施設に搬入し堆肥を製造する目的であった。
・肥料検査所の検査に不合格で、製品コンポストは販売不能となった。
・多くの持込事業者は、原状回復協力金の出資を余儀なくされた。
大手処理業者、大病院、大手１部上場企業など全体の７割が首都圏、
特定産廃支障回復特措法により、国、県、市、業界が処分費負担した。
◎廃棄物の最終処分状況の管理、確認が行われているか？



7.課題④ 公用水面などの水質汚染を回避するために
・利根川の、ＤＯＷＡハイテックによる利根川水質汚染事件
・水質汚染のＤＯＷＡハイテックにて処理が出来ない廃液を、無害化処
理不能の高崎金属工業に委託した。

・自社でも焼却施設を保持しており、自社処理せずに中和処理以外は
処理不能の他社に委託した。
・浄水場にて有害物質ホルモアルデヒドが発生し操業停止となった。
・千葉、埼玉、東京では一時は給水停止となった。約３５万世帯
・数億円近い損害賠償請求として裁判になった。
廃液含有の成分が、浄水場の塩素と化学反応して有害物質[ホルモア
ルデヒド）に変化した。 飲料水としては有害のため、操業停止となる。
◎事業所から発生の特別管理産廃の委託対策は十分、万全か？
廃棄物データーシートは活用されているか？

テーマ:「生活環境上の重大な支障発生防止の体制確立のために」



8.課題⑤汚水の地下浸透による土壌汚染を回避するために。

東京築地の卸売市場の移転先：豊洲地区の土壌汚染

テーマ:「生活環境上の重大な支障発生防止の体制確立のために」

・豊洲地区では、新卸売り市場建設の環境調査にて、土壌に有機溶剤
系の基準値を超える数値が測定された。

・発がん性のある溶剤系であり、食品を取り扱う市場としては衛生上、
都民の健康上の問題となった。

・汚染の原因は、過去に当該地区にて東京ガスがガスを製造する工
場を操業しており、その跡地であったため。

・石炭からガスを製造する過程で有機溶剤系廃油が生成され、漏れて
地中の浸透し、蓄積し汚染が広がったもの。
◎ 廃棄物の保管時又は移送時に、汚水等の地下浸透防止の対策
は十分かつ万全か？



9.課題⑥廃ＰＣＢ，廃水銀、ダイオキシン、廃ｱｽﾍﾞｽﾄの環境汚染対策

◎焼却施設の撤去、解体に伴う有害廃棄物対策は

テーマ:「生活環境保全上の重大な支障発生防止の体制確立のために」

・東京をはじめ全国的に、各種の再開発事業が展開されている。

・旧の建物には、ＰＣＢ廃棄物、ｱｽﾍﾞｽﾄ（廃石綿等）、が残存している可
能性が大きい。
事例：東京都中央区銀座の再開発事業
・松阪屋百貨店の建物解体に伴い多くの問題点が発生した。
・併設の旧焼却炉から、ＰＣＢ、ダイオキシン類が発見され洗浄した。
・建物内部からは、ｱｽﾍﾞｽﾄ系の廃棄物が多量に発生した。
変圧器、トランス、コンデンサーなどＰＣＢ含有の物も処理した。

◎建替え、改築時には、周辺の環境対策、作業者の安全対策のため
有害物質の全面的かつ徹底した事前調査と対策が必要



10.廃棄物処理の適正処理体制確立

.

テーマ:「」

産廃Ｇメンであった経験からの留意事項
①廃棄物には排出者、発生者の痕跡が何か残っている場合が多い。

製造番号、伝票、封筒、礼状等、ヘルメット、カレンダー、作業工程表
②委託処理業者が、作業を全て現場に任せて、チェックしていない場合

マニフェスト伝票も無い、委託契約書も不備、処理先を確認できない。
③疑問点があれば、行政に対応の基準を相談し参考にする。
④空き地、駐車場に廃棄物が山積みされていれば不法投棄の扱いになる。
⑤一次又は二次処理を訪問し、施設又は処理の確認をする。[努力義務]
⑥処理業者の許可内容を再点検する。

許可品目、積換え保管、許可車両、処分方法、許可期限など
⑦疑問があれば、処理業者に提案

⇒変更届、変更許可申請。グレー部分を早急に改善を要請。



11.排出者責任の今後の動向 （その一）

.

テーマ｛」

①廃棄物処理法に準拠した社内手引き類の定期的見直し。
・廃棄物処理法 第3条第1項「事業者は、事業活動に伴って生じた廃
棄物を自らの責任に置いて適正に処理をしなければならない」
・法令では、廃棄物処理の責任は排出者にあると明確に規定してる。
②不法投棄事件が発生した場合、
・廃棄物の中には、必ず多くの証拠品が残されている。
手紙、納品書、封筒、案内状、注文書、ヘルメット、製品番号

③不法投棄をする業者は、経営難、倒産寸前、資金力が無い。
・処理業者に代わり排出者に原状回復の措置命令が出る場合有り。

④該当する事業者・企業は社会的信用を失墜、多額の支払義務発生
・一部上場の企業も例外でない。会社は経営的に窮地に立たされる



12.その他①：具体的事例の問題点と考え方（法令準拠の立場で）

テーマ:「」

①－1 木製パレットを自社内にて焼却処分をしたケース
・廃棄物の自己処理は法令違反ではないが、処理基準違反になります。
・廃棄物は焼却設備を用いない焼却行為は禁止されています。
・廃棄物処理法第２５条違反、罰則として１０００万以下の罰金です。
・まとまった段階で処理業者に処理を委託されたほうが正解です。

①－2 自社の敷地内に廃棄物を埋立処分をしたケース
・廃棄物処理法成立直後では、自己処理として許可不要の扱い有り。
・平成3年の法改正で、埋立が小規模でも、処理施設設置許可必要

全国には、法改正前の設置許可不要の届出の自己埋立場が存在
・土壌汚染、水質汚染の原因となるため規制が厳しくなっている。
・現在は、自己の敷地でも廃棄物埋立行為は禁止で法違反となる。



13.その他②：具体的事例の問題点と考え方（法令準拠の立場で）

テーマ:「」

②石綿含有産業廃棄物について
・石綿含有産廃（スレート板、サイディング、Ｐタイル等）は、何故他の廃

棄物と混載してはダメなのか？
・ｱｽﾍﾞｽﾄは、肺に吸収された場合に癌発生の危険性が認知された結果、

破砕せず、飛散させずに処分施設に直送が処理基準として定められた。
・石綿含有建材は、家屋、事務所、建物などに大量に使用されてきた。

防火用、耐火用の有効な建材であり、使用を指導されてきた物質。
・廃棄物として発生した場合の対応方法は？
・安易に破砕したり、再生砕石として路盤材・埋立材に使用しないこと。
・発見されたら、全量を掘削して回収する責任がかかるため要注意です。
・処理コストがかかっても、破砕せずに埋立処分ルートで処理する。



14.その他③：具体的事例の問題点と考え方（法令準拠の立場で）

テーマ:「」

①処理費の値上げ問題
・処理コストの上昇は不可避と認めざるを得ない。
・人件費、資材、工賃の上昇など。オリンピックにむけ悲観的観測負多い

②排出者も処理業者も共に取り組む課題
・廃棄物の減量、資源化リサイクルに取り組む事。
・より安全、確実な処理方法、処理技術の開発に取り組む。
・廃棄物処理の情報を自ら収集する。信頼できる処理業者と提携する。
・廃棄物は、お任せ、白紙委任では、自ら窮地に追いこまれる恐れ有り

③処理業者の最大のコストは何か？
法違反に伴う緊急対応時のコスト負担は致命傷になりかねない。
廃棄物担当者の責任に矮小化しないことが大切です。



15.その他④：具体的事例の問題点と考え方（法令準拠の立場で）

テーマ:「」

①平成２２年の法改正
排出者責任の明確化である。建設工事における元請け責任の再確認

②厳しくなっても緩和されることは無い。
③処理コストの上昇を要因とする違法処理が増加しない対策が必要
④処理業者には許可の合理化など規制が一部緩和の実績がある。
⑤元（原因）を断たなければ適正処理の保証も無い、意味もない道理。
⑥排出事業者への立入り検査、報告徴収、行政指導は法令上存在する。
⑦「たかがゴミではなく、されどゴミ」として理解する。

ゴミの扱い方を軽んじる事無かれ。原子力発電の核の廃棄物も同じ
⑧廃棄物への的確な判断を誤ると社会的信用に傷が付き、

取り返しが付かない事例が過去に数多く発生している。


